




　東京都内北部繁華街を管轄とする一保健所において区医師会の協力のもとに

届出(法律による)からモニタリングの可能性を検討した。このような地区にお

いては管轄内の住民は近隣の分娩施設を利用する機会が多く,区民の区内にお

ける出生割合は表 1 に示すごとく 39%にとどまり,他は区外分娩施設を利用し

ている。したがって出生に関する情報が保健所にとどくまでには相当の時期間

が必要となり,一方妊娠中の情報も各医療機関に止まっているというケースが

もっとも多い。死産例については区民の区内医療機関利用は 65.8%に達してい

るが,そのうち,先天異常を死産原因と記載したものは 1例もなかった。ただし

風疹流行時であったので死産届においても風疹を人工死産の理由欄に記入した

例が 9例見出された。


